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第６章 地域支援事業の展開 

１ 地域支援事業の取り組みについて 

地域支援事業は，介護予防・日常生活支援総合事業，包括的支援事業・任意事業を

行うことで，高齢者が要介護状態又は要支援状態等になることを予防するとともに，

要介護状態等になった場合においても，可能な限り地域で自立した生活を営むことが

できるよう支援を行うものです。 

日常生活圏域ごとの特徴や状況を勘案し，地域支援事業については下記のとおり取

り組みます。 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 
介護予防・生活支援サービス事業の対象者は，「要支援１・２」の認定者及び基本

チェックリスト実施による「事業対象者」です。効果的な介護予防マネジメントと

自立支援に向けたサービス展開により，要支援状態からの自立の促進や重症化予防

の推進を図る事業です。 

① 事業の展開 
○訪問型サービス 

ア 旧介護予防訪問サービス事業（現行相当） 

介護予防訪問介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じて入

浴・排泄・食事等の介助である身体介護，掃除・洗濯等の生活援助を行います。 

イ 生活支援サービス事業(住民主体訪問サービス事業) 

生活支援サポーターにより，買い物の同行，掃除，洗濯物干し，布団干し，

調理補助，ごみ出し等の簡易なサービスを行います。 

○通所型サービス 

ア 旧介護予防通所サービス事業（現行相当） 

介護予防通所介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じ

て明確な目標を持ち，日常生活の支援，身体機能・生活機能向上のための機能

訓練等を行います。 

イ 基準緩和通所サービス事業 

閉じこもりがちな者及び運動器の機能若しくは生活機能の向上を図る必要が

ある者等に対する自立に向けた支援（入浴，食事を除く。）や生活機能の維持・

向上のための運動プログラム等を実施します。運動器機能訓練の実施に際して

は，利用者の日常生活を拡大させる目標を設定した上で，生活機能の向上を図

り，地域との繋がりが期待できる通いの場等へ繋げることを目指します。 
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ウ 短期集中通所サービス事業 

短期間での生活機能の改善若しくは向上の意志を明確に持ち，短期間での訓

練後において地域活動の促進が期待でき，自己管理による介護予防への取り組

みの継続が期待できる者等に対して，リハビリテーション専門職による専門的

支援を概ね 3 か月実施します。 

 

② 日常生活圏域ごとに提供するサービス 
市民が安心してサービスを受けるためには，日常生活圏域ごとにバランスのと

れたサービスを提供する必要があります。 

日常生活圏域ごとの特徴や状況を勘案し，介護予防・生活支援サービスについ

ては，下記のとおりの方針とします。 

ア 旧介護予防訪問サービス（維持・拡充） 

介護予防訪問介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じ

て入浴・排泄・食事等の介助である身体介護，掃除・洗濯等の生活援助を行い

ます。本計画期間中の具体的な整備目標は定めませんが，供給量に不足がない

よう，要支援者等のニーズを注視していきます。 

〔図表 6-1-1：旧介護予防訪問サービス〕  （事業所） 

圏域 
平成29年度 
（現在値） 

中央部 8 

東部 2 

西部 0 

北部 0 

計 10 

 

イ 生活支援サービス（維持・拡充） 

生活支援サポーターにより，買い物の同行，掃除，洗濯物干し，布団干し，

調理補助，ごみ出し等の簡易なサービスを行います。本計画期間中の具体的な

整備目標は定めませんが，日常生活圏域ごとにバランスの取れたサービスが必

要であると考えているため，圏域を意識した担い手の確保等に努めていきます。 
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〔図表 6-1-2：生活支援サービス〕    （事業所） 

圏域 
平成29年度 
（現在値） 

第 7 期計画期間 

増分 計 

中央部 1 0 1 

東部 0 1 1 

西部 0 1 1 

北部 0 1 1 

計 1 3 4 

 

ウ 旧介護予防通所サービス 

介護予防通所介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じ

て明確な目標を持ち，日常生活の支援，身体機能・生活機能向上のための機能

訓練等を行います。利用率等を考慮し，本計画期間中の新たな整備は見送りま

す。 

〔図表 6-1-3：旧介護予防通所サービス〕 （事業所） 

圏域 
平成29年度 
（現在値） 

中央部 22 

東部 7 

西部 2 

北部 2 

計 33 

 

エ 基準緩和通所サービス（維持・拡充） 

閉じこもりがちな者及び運動器の機能若しくは生活機能の向上を図る必要が

ある者等に対する自立に向けた支援（入浴，食事を除く。）や生活機能の維持・

向上のための運動プログラム等を 2～3 時間程度実施します。本計画期間中の

具体的な整備目標は定めませんが，供給量に不足がないよう，要支援者等のニ

ーズを注視していきます。 

〔図表 6-1-4：基準緩和通所サービス〕  （事業所） 

圏域 
平成29年度 
（現在値） 

中央部 12 

東部 2 

西部 1 

北部 2 

計 17 
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オ 短期集中通所サービス（維持・拡充） 

リハビリテーション専門職による専門的支援（運動器機能及び生活機能の維

持向上等）を概ね 3 か月実施し，地域活動への参加を促進します。本計画期間

中の具体的な整備目標は定めませんが，供給量に不足がないよう，要支援者等の

ニーズを注視していきます。 

〔図表 6-1-5：短期集中通所サービス〕  （事業所） 

圏域 
平成29年度 
（現在値） 

中央部 3 

東部 0 

西部 0 

北部 0 

計 3 

 

③ 事業量の見込み 

〔図表 6-1-6：介護予防・生活支援サービス事業量の見込み〕    （人） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

旧介護予防訪問サービス 121 133 146 

生活支援サービス 48 58 70 

旧介護予防通所サービス 309 340 374 

基準緩和通所サービス 92 102 112 

短期集中通所サービス 15 15 15 

 

（２）一般介護予防事業 
① 介護予防把握事業 

地域の実情に応じ，「そうじゃ台帳」等を整備・活用して，閉じこもり等の何ら

かの支援を要する者を早期に把握し，住民主体の介護予防活動へ繋げることを目

的に事業を行います。 

 

② 介護予防普及啓発事業 
生活習慣病予防，口腔機能の向上などをテーマとして，地域のサロン，いきい

き百歳体操会場等に出向き，介護予防に関する講座（いきいき講座）を実施し，

自ら介護予防に取り組めるよう正しい知識の普及啓発を行います。 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 
年齢や心身の状態等によって高齢者を分け隔てることなく，参加することがで

きる介護予防活動の地域展開を目指し，「いきいき百歳体操」等の介護予防に資す

る住民主体の通いの場づくり等を行います。  
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④ 一般介護予防事業評価事業 
評価指標の達成状況等の検証を通じ，一般介護予防事業の評価を行い，事業の

実施方法等の改善を図るための事業を行います。 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 
介護予防の取り組みを機能強化するために，住民主体の通いの場等へのリハビ

リ専門職等の派遣や通いの場で活動するリーダーの育成支援を行います。 

また，地域ケア個別会議に派遣し，個別事例の評価，事業所専門職やケアマネ

ジャーへの助言ができる体制を整備し，介護予防ケアマネジメントの考え方を共

有するとともにアセスメント機能の強化を図ります。 

 

（３）地域包括支援センター運営事業 
地域包括支援センターを市内 6 か所に設置し，包括的支援事業（総合相談・支援

事業，権利擁護事業，包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等）を実施します。 

高齢化の進行や生活課題の複雑化などに伴う業務量や役割の増大に応じて，地域

包括支援センターに必要な機能の強化を図ります。 

 

（４）在宅医療・介護連携推進事業 
地域の医療・介護関係機関・関係団体と協力して，地域の医療・介護関係者が参

画する「総社市地域医療介護連携推進委員会」の開催，医療・介護連携に関する相

談の受付，ケアキャビネット「きびきび」の利用促進，関係者の研修会等を行い，

多職種による医療と介護の連携体制を整備します。 

また，医療・介護サービスに関する講演会や講座を開催し，理解の促進を図ります。 

 

（５）生活支援体制整備事業 
平成 28 年度から配置している生活支援コーディネーターを中心に，これまでに明

らかになった生活課題（移動・買い物・居場所・担い手・見守り・空き家）の解決と

資源開発などを検討し，本市における生活支援サービス体制の整備を推進します。 

また，開始した介護予防・生活支援サービスについては，生活支援サービス検討

委員会で実施状況の検証を行い，改善に努めるものとします。 

 
（６）認知症総合支援事業 

認知症地域支援推進員を中心に，認知症を早期発見・対応する認知症初期集中支

援チームの活動や，地域ごとの SOS 声かけ訓練の開催，認知症カフェの増設に取り

組みます。 

また，配慮があれば働ける若年性認知症の方が生きがいや役割を持って暮らせる

よう，寄り添い支援や就労支援を行います。  
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（７）地域ケア会議推進事業 
地域包括支援センターにおいて，多職種協働による地域ケア個別会議を実施しま

す。 

また，個別の事例を検討する中で積み上げられた課題を政策形成に反映させるた

めの会議として，三層構造の地域ケア会議を実施します。 

 

（８）任意事業 
第 4 期介護給付適正化計画に基づく介護給付適正化事業，重度介護者を介護して

いる介護者への費用負担の軽減を行う家族介護支援事業等を行い，介護や支援が必

要な高齢者やその家族が，住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう，その

状態やニーズに応じたサービスを提供する取り組みを推進します。 

また，家族介護者が介護についての必要な情報を入手し，効果的にサービスや制

度，社会資源を活用することにより，安心して自分自身の生活も継続できるよう，

地域の関係機関・団体，企業などとの連携による支援体制を構築します。 

 

２ 地域支援事業費の見込み 

地域支援事業費について，今後の事業展開に係る事業費を推計しました。 

〔図表 6-2-1：地域支援事業費の見込み〕 

 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
合計 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 介護予防・生活支援サービス事業 
（千円） 217,000 238,700 262,570 718,270 

一般介護予防事業 

包括的支援事業・任意事業 

 地域包括支援センター運営費 

（千円） 153,429 158,070 162,851 474,350 

在宅医療・介護連携推進事業 

生活支援体制整備事業 

認知症総合支援事業 

地域ケア会議推進事業 

任意事業 

地域支援事業費 （千円） 370,429 396,770 425,421 1,192,620 

 




